
～定期予防接種のお知らせ～　
平成２９年度

種　類 通知の時期

Ｈｉｂ
　　ヒ　　ブ

小児用肺炎球菌

B型肝炎

4種混合
ジフテリア(Ｄ)
百日せき(Ｐ)
破傷風(Ｔ)

ポリオ（ＩＰＶ）

３か月頃までに
郵送します

ＢＣＧ
４か月児健診時
お渡しします

　1歳になる月初め
　に郵送します

年度初めに
郵送します

水痘
(水ぼうそう)

　1歳になる月初め
　に郵送します

　3歳を過ぎた頃、
　3歳児健診の通知と
　一緒に郵送します

・対象者①
年度初めに郵送します

・対象者②
９歳になる月初めに郵
送します

二種混合
(DT)

・対象者①
年度初めに郵送します

・対象者②
11歳になる月初めに
郵送します

子宮頸がん
※現在、接種の勧奨を
差し控えております

1歳未満

生後12～36か月
に至るまでの間に

ある者

小学校６年生～
高校１年生相当の

女子

1期：生後6～90
か月に至るまでの

間にある者

・対象者①　平成１７年４月２日～１８年４月１日生
・対象者②　平成１８年４月２日～
　　　　　　　　　　　　１１歳なる月に毎月通知
★接種期限　13歳の誕生日の１日前まで

・中学１年生相当年齢の女子

・3歳～4歳未満までの期間で、6～28日の間隔を
　あけて2回
・2回目終了後、概ね1年の間隔をおいて1回
　　　　　　　≪合計3回の接種≫

　2期：9歳～
　　13歳未満の者

・1期(合計3回)の接種終了後、概ね5年以上の間隔を
　おいて1回
   (9歳～10歳未満までの期間が望ましい)

・対象者①　平成１９年４月２日～２０年４月１日生
・対象者②　平成２０年４月２日～
　　　　　　　　　　　　９歳になる月に毎月通知

定期接種
対象年齢

標準的な接種期間・接種間隔
※標準的な接種期間とは、『病気にかかりやすい時期

を考慮して定められた期間』です。

生後2か月～
　　　5歳未満

・生後1２～15か月までに初回接種を開始
・1回目終了後、6か月以上の間隔をおいて１回
    　　　　　　≪合計2回の接種≫

※既に水痘(水ぼうそう)にかかったことのある場合は、
接種の必要はありません。下記までご連絡下さい。

11歳～
13歳未満の者

・生後２～７か月までに接種を開始し、27～５６日の
　間隔をあけて3回
・３回目終了後、7～13か月の間隔をおいて1回
　　　　　　　≪合計4回の接種≫

生後2か月～
　　　5歳未満

・生後2～7か月までに接種を開始し、27日間以上の
　間隔をあけて3回
・3回目終了後、60日間以上の間隔をおいて1回
　 (生後12か月～15か月頃の接種が望ましい)
                       ≪合計4回の接種≫

・生後3か月～12か月未満までの期間で、20～56日
　の間隔をあけて3回
・3回目終了後、12～18か月の間隔をおいて1回
　　　　　　　≪合計4回の接種≫

・生後２か月に接種を開始
・27日間以上の間隔をあけて2回目
・１回目から139日以上間隔をあけて3回目
　　　　　　　≪合計３回の接種≫

日本脳炎

２か月頃までに
郵送します

麻しん風しん
混合(MR)

・対象者：平成２３年４月２日～２４年４月１日生
★接種期限　平成３０年３月３１日まで

１歳未満 ・生後5～8か月の間に１回接種

生後3～90か月に
至るまでの間に

ある者

★接種期限　2歳の誕生日の1日前まで

2期：小学校就学前
の1年間にある者
　　(年長児)

1期：生後12～24
か月に至るまでの
間にある者

現在７歳半～９歳未満
のお子さまは対象では
ありません。

民生部こども未来課母子保健係　TEL：０２８２－８１－１８８７


